
証券コード　4998
平成27年６月９日

株 主 各 位
東京都千代田区神田美倉町11番地

代表取締役社長 大 下 一 明

第66期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第66期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、平成27年６月25日(木曜日)　午後５時までに到着するようご返送
くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成27年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 広島県廿日市市梅原一丁目11番13号

当社広島工場会議室
　　（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第66期（平成26年４月１日から平成27年３月31日ま
で）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第66期（平成26年４月１日から平成27年３月31日ま
で）計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案
第３号議案

定款一部変更の件
取締役３名選任の件

第４号議案 監査役２名選任の件

第５号議案
第６号議案

第７号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収
防衛策）の更新の件
役員賞与支給の件

以　上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書
類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（ア
ドレス　http://www.fumakilla.co.jp）に掲載させていただきます。
　総会当日は、軽装でご来場くださいますようお願い申し上げます。
また、当社役員及び係員につきましても、ノーネクタイのクールビズ
スタイルを励行させていただきますので、ご了承くださいますようお
願い申し上げます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(平成26年４月１日から)平成27年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）における

わが国の経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動による影響が薄れ、

雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、原油価格下落の影響や各種政策の効

果もあり、緩やかな景気の回復基調が継続しているものの、急激な円安によ

る海外原材料の価格上昇等の影響により、依然として先行き不透明な状況が

続いております。

　このような状況の中で、当社グループは「ひとの命を守る。ひとの暮らし

を守る。ひとを育む環境を守る。わたしたちは、世界中の人々がいつまでも

安心して快適に暮らすことのできる社会づくりに貢献していきます。」とい

う経営理念のもとで、コア事業の殺虫剤、家庭用品、園芸用品の成長カテゴ

リーに新価値創造型新製品を積極的に投入し、既存事業の強化・育成を図る

とともに、コストダウンや経費の効率的な運用等による利益構造の改革及び

海外事業の強化拡大等の課題に努めてまいりました。

　国内売上につきましては、主力の殺虫剤の売上が２桁の伸びとなり、園芸

用品についても前年を上回ったことにより、国内合計では前年同期比6.7％増

の181億20百万円となりました。一方、海外売上につきましては、既存の海外

子会社の売上が順調に推移したことと、フマキラーアジアグループ

（Fumakilla Asia Sdn.Bhd.並びにPT Technopia Jakarta）の実質経営２年目

を迎え、業績が順調に伸びていることもあり、円貨ベースでは前年同期比

31.9％増の151億87百万円（為替変動の影響を除くと19.4％増）となりまし

た。その結果、売上高は前年同期比16.9％増の333億８百万円（為替変動の影

響を除くと11.8％増）となりました。

　売上原価は、前年同期より27億27百万円増加し224億91百万円となりまし

た。その結果、売上原価率は67.5％で、付加価値の高い商品の売上構成の変

動等により前年同期より1.9ポイント減となりました。
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　以上から、売上総利益は、前年同期より20億86百万円増加し、108億16百万

円（前年同期比23.9％増）となりました。

　返品調整引当金調整後の差引売上総利益は、108億59百万円（前年同期比

25.7％増）となりました。

　一方、販売費及び一般管理費は、売上拡大と市場活性化のために広告宣伝

費、販売推進費を積極的に投入したこと等により前年同期より14億24百万円

増加し、94億12百万円（前年同期比17.8％増）となりました。

　これらの結果、営業利益は前年同期より７億92百万円増加し、14億47百万

円（前年同期比120.9％増）となりました。

　営業外損益につきましては、受取配当金や技術指導料等の営業外収益が３

億23百万円、支払利息や売上割引等の営業外費用が２億８百万円となり、差

し引き１億14百万円の利益（純額）となりました。

　これらの結果、経常利益は前年同期より９億49百万円増加し、15億62百万

円（前年同期比155.1％増）となりました。

　税金等調整前当期純利益は、固定資産売却益11百万円、負ののれん発生益

６百万円を特別利益として計上したこと等により、前年同期比172.5％増の15

億78百万円となりました。

　以上から、当期純利益は、税金費用や少数株主利益を控除した結果、前年

同期比229.9％増の８億52百万円となりました。

　次に、商品部門別の概況についてご報告申し上げます。

金額 構成比 前期比

　殺虫剤

百万円

25,644

％

77.0

％

122.0

　家庭用品 2,093 6.3 96.8

　園芸用品 2,068 6.2 108.8

　防疫剤 1,325 4.0 87.4

　その他 2,176 6.5 115.4

合計 33,308 100.0 116.9

　殺虫剤部門につきましては、国内市場は 盛期の５月以降から８月中旬頃

までは、気温の低下や大雨の影響等異常気象の影響を受けて市場が縮小し低

調に推移しましたが、シーズン終盤の８月下旬以降は、69年ぶりにデング熱

の国内感染者が発生したことにより、通期では前年並みの市場規模まで回復
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しました。このような市場環境の中で、当社は需要が拡大している成長カテ

ゴリー市場に、24時間虫よけ効果が持続するワンプッシュ式「おすだけベー

プ クリスタ24 不快害虫用」、毎日を楽しくおしゃれに暮らしたい女性向け

にかわいいデザインの虫よけ剤「Kawaii Select虫よけバリア」、マダニにも

優れた効果を発揮しお肌にもやさしい虫よけ剤「スキンベープ」等の新製品

を投入した結果、新製品が売上増に寄与しました。また、取引先との返品抑

制の取組により返品が前年より減少したため、これらの相乗効果で国内殺虫

剤の売上は前年同期比10.0％増となりました。一方、海外におきましては、

P.T.FUMAKILLA INDONESIAや他の既存海外子会社の売上が好調に推移し前期

を上回る売上を達成することができました。また、フマキラーアジアグルー

プの実質経営２年目となり、順調に業績を伸ばすことができたこともあり、

海外売上全体では前年同期比32.0％増となりました。以上の結果、国内及び

海外の殺虫剤合計の売上高は256億44百万円（前年同期比46億15百万円増、

22.0％増）となりました。

　家庭用品部門は、花粉関連商品の返品削減に努めた結果、直前期に販売し

た花粉関連商品の返品が前期と比較すると大幅に減少した一方で、主力のア

ルコール関連商品が競争激化により売上が低迷し、家庭用品合計の売上高は

20億93百万円（前年同期比68百万円減、3.2％減）となりました。

　園芸用品部門は、春先の天候不順の影響により園芸用品市場が縮小したこ

とや競争激化で殺虫殺菌ハンドスプレーの売上が低迷しましたが、ヤブ蚊対

策商品「カダン　ヤブ蚊バリア」や犬猫用忌避剤が好調に推移し、園芸用品

合計の売上高は20億68百万円（前年同期比１億67百万円増、8.8％増）となり

ました。

　防疫剤部門の売上高は、13億25百万円（前年同期比１億90百万円減、12.6％

減）となり、その他の部門の売上高は21億76百万円（前年同期比２億89百万

円増、15.4％増）となりました。

(2) 設備投資及び資金調達の状況

　当連結会計年度の設備投資は、主に新製品の金型購入や生産能力強化のた

めの設備等、総額６億46百万円の投資を行い、所要資金は自己資金で充当い

たしました。
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(3) 企業集団が対処すべき課題

  今後の国内景気の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善傾向が続

くなかで、原油価格下落の影響や各種政策の影響もあって、緩やかに景気回

復へ向かうものと思われます。その一方で、海外景気の下振れなど、国内景

気を下押しするリスクとなっています。

  このような状況の中、当社グループは、「ひとの命を守る。ひとの暮らし

を守る。ひとを育む環境を守る。わたしたちは、世界中の人々がいつまでも

安心して快適に暮らすことのできる社会づくりに貢献していきます。」とい

う経営理念のもとで、激変するグローバル環境に対応しながら、国内外市場

での積極的な販売活動や新市場の開拓を推進すると共に、企業価値の増大と

さらに堅固な経営基盤を確立するために、以下の経営課題に取り組んでまい

ります。

①　商品開発体制の強化

  当社は、殺虫剤、家庭用品、園芸用品をコア事業と位置づけています。

　当社が継続的な成長を実現するためには、顧客ニーズを満足させる製品

を積極的に開発し続けることが必須条件であります。これまでに培ってき

た生産・販売・技術の専門知識やノウハウ、経験をもとに、研究開発力と

柔軟な発想に一層の磨きをかけ、クオリティが高くお客様のニーズを捉え

た新価値創造製品の開発と継続的な商品の改良に努めてまいります。

  また、グローバルな視点で、日本はもとよりインドネシアやマレーシア

の海外子会社の研究開発体制を強化し、各国の現地ニーズと消費者の使用

実態に適応した製品の開発を推進してまいります。

②　販売・マーケティング力の強化

  戦略的かつ重点的な経営資源の投入による「フマキラー」ブランドの強

化、成長カテゴリー商品を中心とした販促企画や棚割提案など販売効率の

高い売場作りの提案営業とお得意先様との関係強化、新規顧客の開拓、

新の販売情報の活用によるマーケティング力の強化等に努め、成長性や利

益性の見込まれる既存事業の強化と継続的な育成に積極的に取り組んでま

いります。

③　利益構造の改革

  販売品目の重点化による販売効率の向上、返品率の改善、高付加価値商

品の新規開発、商品アイテム数の見直しによる生産効率の改善、在庫の削

減、製造原価のコストダウン及びＶＡ（商品価値の向上）への取組強化、

経費の効率的運用等、一層の収益力強化に取り組んでまいります。
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④　海外事業の拡大と強化

  海外市場の拡大と販売強化の観点から積極的な海外事業展開を行い、東

南アジア、欧州、中近東、アフリカ、中南米を中心として70ヶ国に及ぶ海

外ネットワークを構築しております。現在、海外のグループ会社として連

結子会社11社（インドネシア２社、マレーシア４社、タイ、ベトナム、ミ

ャンマー、インド、メキシコ）を有しており、欧米・アフリカ・中近東な

どの６ヶ国で技術指導による現地生産を行っております。

　特に成長著しいアセアン市場での事業基盤を強化するために、国内とフ

マキラーインドネシア社（P.T.FUMAKILLA INDONESIA）やフマキラーアジア

グループ（Fumakilla Asia Sdn.Bhd.並びにPT. FUMAKILLA NOMOS （旧社

名 PT Technopia Jakarta　以下同様））の海外子会社間の連携を強化し、

当社の製品開発力並びに販売力の活用等により、グループ・シナジーを発

揮し当社グループの海外事業拡大を図ってまいります。

　海外事業の中で成長ポテンシャルの高いインドネシア市場では、フマキ

ラーインドネシア社とフマキラーノモス社（PT. FUMAKILLA NOMOS）の２社

体制で、互いの販売エリアの強みを活かしながら展開しております。フマ

キラーインドネシア社では、主力の蚊取り線香のシェアNo.１を引き続き堅

持するとともに、エアゾールや電気式蚊取り等の商品力を強化し、さらな

る売上と利益の拡大に向けて取り組んでまいります。フマキラーノモス社

では、蚊取り線香の商品力強化、製品ラインナップの拡大、販売網の構築、

生産効率の改善やコストダウン等に取り組み、売上拡大と利益体質へのさ

らなる改革を進めてまいります。

  フマキラーアジア社（Fumakilla Asia Sdn.Bhd.）の展開しているマレー

シア、タイ、ベトナム、ミャンマーといったアセアン各国でも、同様に既

存品の商品力強化や新製品投入による市場拡大を図るとともに、販売網の

構築等を進め、売上の拡大を目指してまいります。

  また、メキシコとインド現地法人も、さらなる販売網の整備・構築に取

り組み、事業基盤を強化し、現地法人の育成に注力いたします。

⑤　エステー株式会社及びＮＳファーファ・ジャパン株式会社との取り組み

  当社はエステー株式会社、ＮＳファーファ・ジャパン株式会社と資本業

務提携しております。開発・営業・調達・物流等の分野でそれぞれ一定の

成果を上げつつありますが、引き続き業務提携の取り組みを通じて、３社

の業容拡大並びに企業価値及び株主共同利益の向上に努めてまいります。

  これらの取り組みにあたりましては、経営の健全性と透明性を確保するた

めに、コーポレート・ガバナンス体制の強化と内部統制システムの整備改善
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に努めるとともに、環境活動や地域社会貢献にも積極的に取り組み、企業の

社会的責任（ＣＳＲ）を果たしてまいります。

  株主の皆様におかれましては、今後ともよろしくご支援、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

(4) 企業集団の直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 63 期

(23.4～24.3)
第 64 期

(24.4～25.3)
第 65 期

（25.4～26.3）

第 66 期
（26.4～27.3）
当連結会計年度

売 上 高 (千円) 21,273,916 22,556,409 28,494,042 33,308,347

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）

(千円) △908,981 △309,069 612,271 1,562,148

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）

(千円) △838,929 142,342 258,260 852,080

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 （ △ ）

△25円54銭 4円33銭 8円05銭 30円60銭

総 資 産 (千円) 22,807,253 27,315,235 26,162,635 29,809,595

純 資 産 (千円) 7,279,718 9,108,814 8,100,370 10,226,805

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当する事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

日 広 産 業 株 式 会 社 30,000千円 99.8％ 家庭用品、園芸用品の製造

大 下 製 薬 株 式 会 社 10,000千円 85.0％ 殺虫剤、家庭用品の製造

フマキラー･トータルシステム株式会社 160,000千円 50.0％ 防疫剤の販売

P . T .  F U M A K I L L A  I N D O N E S I A 10,125千米ドル 85.0％ 殺虫剤の製造販売

FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED 75,000千ルピー 99.9％ 殺虫剤の販売

FUMAKILLA AMERICA, S.A.DE C.V. 9,259千ペソ 99.9％ 殺虫剤の販売

Fumakilla Asia Sdn.Bhd. 75,682千ﾘﾝｷﾞｯﾄ 70.0％
東南アジアにおける間接所有
子 会 社 の 統 括 管 理

Fumakilla Malaysia Bhd. 40,647千ﾘﾝｷﾞｯﾄ 96.0％ 殺虫剤の製造販売

Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd. 80,000千米ドル 100.0％ 殺虫剤の製造販売

Fumakilla （Thailand）Ltd. 220,000千バーツ 100.0％ 殺虫剤の製造販売

PT Technopia Jakarta(注) 75,048百万ﾙﾋﾟｱ 73.6％ 殺虫剤の製造販売

(注) 平成27年４月20日付けをもって、PT.FUMAKILLA NOMOSへと名称変更しております。
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(6) 企業集団の主要な事業内容

　当社グループは、殺虫剤、家庭用品、園芸用品、防疫剤の製造販売を主な

事業内容としております。

(7) 企業集団の主要拠点等

主要な営業所及び工場

【国内拠点】

①　当社

本店：東京都千代田区神田美倉町11番地

支店：東京支店　：東京都千代田区

名古屋支店：愛知県名古屋市

大阪支店　：大阪府吹田市

広島支店　：広島県広島市

福岡支店　：福岡県福岡市

工場：広島工場　：広島県廿日市市

②　日広産業株式会社

本社工場：広島県広島市

③　大下製薬株式会社

本社工場：広島県廿日市市

④　フマキラー・トータルシステム株式会社

本店：東京都千代田区

【海外拠点】

①　P.T.FUMAKILLA INDONESIA、PT Technopia Jakarta：インドネシア

②　FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED：インド

③　FUMAKILLA AMERICA,S.A.DE C.V.：メキシコ

④　Fumakilla Malaysia Bhd.　Fumakilla Asia Sdn.Bhd.：マレーシア

⑤　Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.：ベトナム

⑥　Fumakilla（Thailand）Ltd.：タイ

⑦　Myanmar Texcorp Limited.：ミャンマー
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(8) 使用人の状況

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

2,638名 189名増

 (注) 使用人数は就業員数であります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

206名 12名減 41.9歳 16.8年

（注）使用人数は就業員数であり、出向者（24名）を含まず、また嘱託・パートタイマー129名

（当事業年度中の平均在籍人員）も含めておりません。

(9) 主要な借入先及び借入額

借 入 先 借 入 残 高

百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,173

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 2,000

株 式 会 社 広 島 銀 行 1,950

株 式 会 社 も み じ 銀 行 640

株 式 会 社 中 国 銀 行 500

り そ な プ ル ダ ニ ア 銀 行 500

株 式 会 社 伊 予 銀 行 180

株 式 会 社 四 国 銀 行 180

（注）シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とするその他３行及び生命保険相互

会社１社からの協調融資によるものであります。
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２．会社の株式に関する事項（平成27年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 80,000,000株

(2) 発行済株式の総数 32,980,000株

（自己株式5,170,951株を含む。）

(3) 株主数 5,056名

(4) 大株主（上位10名）

当社の大株主の状況は以下のとおりであります。

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

エ ス テ ー 株 式 会 社 3,457 12.43

公 益 財 団 法 人 大 下 財 団 2,655 9.55

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,160 4.17

株 式 会 社 広 島 銀 行 1,149 4.13

大 下 産 業 株 式 会 社 1,123 4.04

住 友 化 学 株 式 会 社 867 3.12

大 下 一 明 478 1.72

大 下 俊 明 462 1.66

株 式 会 社 も み じ 銀 行 451 1.62

株 式 会 社 あ ら た 374 1.34

(注)１．当社は、自己株式を5,170千株保有していますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しています。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役（平成27年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長
( 代 表 取 締 役 )

大 下 俊 明 大下産業㈱代表取締役社長

取 締 役 社 長
( 代 表 取 締 役 )

大 下 一 明

専 務 取 締 役 山 下 修 作
P.T. FUMAKILLA INDONESIA
代表取締役社長

常 務 取 締 役 山 　 本 　 幸 次 郎 営業本部長

取 締 役 下 中 正 博

海 外 事 業 部 管 掌 　 　 　 　 　
Fumakilla Malaysia.Bhd.
代表取締役社長
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長

取 締 役 佐 々 木 　 高 　 範 管理本部長

取 締 役 井 上 裕 章
広島工場長兼生産本部長　　　　　
日広産業㈱代表取締役専務　　　　
大下製薬㈱代表取締役専務

取 締 役 大 下 宜 生 営業副本部長兼東京支店長

常 勤 監 査 役 横 田 　 進

監 査 役 山 口 武 夫

監 査 役 早 稲 田 　 幸 　 雄

早稲田公認会計士事務所
公認会計士
㈱ジェイ・エム・エス社外監査役
㈱データホライゾン社外監査役

監 査 役 荒 川 英 文 大下産業㈱取締役相談役

（注）１．平成26年６月27日開催の第65期定時株主総会において、大下宜生氏が新たに取締役に

選任され、就任いたしました。

　　　２．監査役早稲田幸雄氏及び荒川英文氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ

ります。

３．監査役早稲田幸雄氏は、東京証券取引所が規定する独立役員であります。

４．監査役早稲田幸雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。

５．平成26年６月27日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって、取締役嶋田洋秀氏、

小谷眞弘氏は任期満了により退任いたしました。
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(2) 社外役員に関する事項

①　他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当

社と当該他の法人等との関係

　監査役荒川英文氏は、大下産業株式会社の取締役を兼務しております。

なお、同社は関連会社であり当社の仕入先であります。

②　他の法人等の社外役員等の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係

　監査役早稲田幸雄氏は、株式会社ジェイ・エム・エス及び株式会社デー

タホライゾンの社外監査役であります。

　当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

③　当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 内 容

監 査 役 早 稲 田 　 幸 　 雄
当事業年度開催の取締役会16回のうち15回、監
査役会9回のすべてに出席し、主に公認会計士と
しての専門的見地から発言を行っております。

監 査 役 荒 川 英 文
当事業年度開催の取締役会16回のうち13回、監
査役会9回のすべてに出席し、議案審議等に必要
な発言を適宜行っております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役

（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）
10名
（-）

151百万円
（-）

監 査 役

（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）
4

（2）
27
（6）

合 計 14 178

（注）１．上記には、平成26年６月27日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役２名を含んでおります。

　　  ２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

      ３．取締役の報酬額は、平成22年６月29日開催の第61期定時株主総会において、年額300百

万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬額は、平成12年６月29日開催の第51期定時株主総会において、年額50百

万円以内と決議いただいております。

５．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

・平成27年6月26日開催の第66期定時株主総会において決議予定の当事業年度における

役員賞与2,050万円（取締役９名に対し1,732万円、監査役４名に対し317万円（うち
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社外監査役２名に対し75万円））。

・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額2,571万円（取締役８名に対し

2,431万円、監査役４名に対し140万円（うち社外監査役２名に対し20万円））。

(4) 社外取締役を置くことが相当でない理由

　当社では、当社が求める知見及び独立性を有した社外取締役を導入すべく

鋭意人選を進めてまいりましたが、適任者を見つけるに至らず、当社が求め

る知見及び独立性を有さない方を社外取締役とすることは相当でないとの考

えから当事業年度末日を迎えました。

　その後も人選を進めた結果、この度、当社が求める知見及び独立性を有す

る山下勝也氏を社外取締役に迎えるべく取締役選任議案を本総会にお諮りす

る運びとなりました。何卒事情ご賢察のうえご承認賜りますようお願い申し

上げます。

４．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称　　有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 3,900万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

3,900万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の子会社のうち、P.T.FUMAKILLA INDONESIA、FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED、

FUMAKILLA AMERICA,S.A.DE C.V.、Fumakilla Asia Sdn.Bhd.、Fumakilla Malaysia 

Bhd.、Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.、PT Technopia Jakartaは当社の会計監査人以外

の公認会計士又は監査法人の監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会社法第340条第１項各号に定める監査役会による会計監査人の解

任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合

には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題

を株主総会に提案します。

(4) 会計監査人と締結している責任限定契約の内容の概要

　該当する事項はありません。
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５．業務の適正を確保するための体制

　当社の業務の適正を確保するための体制並びに当社及び当社の子会社からな

る企業集団の業務の整備について、取締役会で決議した内容の概要は次のとお

りであります。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役会において、経営方針や重要案件及び各種法令対応について討議・

決定するとともに、取締役の担当業務の執行を監督しております。

・コンプライアンス規程をはじめとした規範体系を明確にするとともに、組

織体制における取締役の役割を定め、当社グループ内のコンプライアンス

体制を整備しております。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に則り作成・保管を徹

底し、閲覧可能な状態を維持しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・全社リスク管理基本方針に基づき、事前に適切な対応策を準備し損失の危

険を 小限にすべく、業務運営に係るあらゆるリスクについて適切に管

理・対応できる体制の構築に努めております。

・取締役会において、当社グループを取り巻く外部経営環境の動向、内部経

営活動の状況を分析し、これらの分析結果やリスク把握に基づき、意思決

定を行っております。

・内部監査部門の総合統括部が、定期的に各部門の内部監査業務を行い、損

失の危険を早期に発見することに努めております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会規程に付議・報告すべき重要事項を規定し、取締役会の効率的な

運営を図っております。

・各部門･グループ会社について､ その事業に精通した取締役を配置するこ

とにより、機動的・効率的運営、意思決定の迅速化に努めております。
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(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・内部監査部門の総合統括部が、定期的に内部監査を行い、各部門における

職務執行の有効性と妥当性を評価・確認しております。

・「フマキラーグループ行動規範」ハンドブックをグループ全社員に配布し、

当社グループの経営理念・経営基本原則並びに法令等遵守を周知徹底して

おります。

・法令遵守その他の面で疑義のある行為があった場合、社員が直接通報する

内部通報制度により実効性を強化しております。

(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

・親会社による内部監査を定期的に行い、グループ会社における業務執行状

況を調査できる体制を構築しております。

・「フマキラーグループ行動規範」ハンドブックをグループ全社員に配布し、

当社グループの経営理念・経営基本原則並びに法令等遵守を周知徹底して

おります。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・内部監査部門である総合統括部が監査役会と連携をとり、内部監査部門の

独立性を保ちながら、適宜監査役の職務遂行に必要な業務を補助しており

ます。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制

・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見

した場合、遅滞なく、当該事実に関する事項を監査役会に報告することと

定めております。

・内部監査部門は監査役へ監査結果を報告することを内部監査規程に定めて

おります。
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(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、取締役会やその他重要会議に出席し、経営上重要な意思決定な

らびに業務の執行状況を聴取するほか、稟議書等の重要な文書を確認でき

る体制を整えております。

(10) 反社会的勢力との関係遮断を図るための体制

・当社では、反社会的勢力排除に向けた取組みについて、「フマキラーグル

ープ行動規範」にて、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社

会的勢力に対し、毅然たる態度を取り利益を供しないことを宣言し、これ

を当社グループ全社員に周知徹底しております。

・また、平素より、反社会的勢力との関係を遮断するため、外部専門機関と

の連携、反社会的勢力に関する情報収集に努めております。
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６．会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容

・当社は、「ひとの命を守る。ひとの暮らしを守る。ひとを育む環境を守る。

わたしたちは、世界中の人々がいつまでも安心して快適に暮らすことので

きる社会づくりに貢献していきます。」という経営理念のもとで、中長期

的な視点から経営を行い、グローバルな競争力を持つ企業として企業価値

の向上に努めております。

・そのためには、当社が長年にわたり培ってきた生産・販売・技術の専門知

識やノウハウ、経験をもとに、顧客満足度の高い高付加価値商品を積極的

かつ継続的に開発することが必須条件であり、同時に国内及び海外の顧

客・取引先等との長期的な関係構築が不可欠であります。

・こういった当社の事業特性を理解し長期的視野で当社の理念を実施してい

くことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益につながるものと考え、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、上記の理念を実践する

者でなければならないと考えております。

・当社といたしましては、公開企業である当社株式の売買は、 終的には株

主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えておりますが、当社及び当

社グループの企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う

者に対しては、必要かつ相当な措置を取ることにより、当社及び当社グル

ープの企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると

考えております。

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

・当社は大正１３年、当社の前身である大下回春堂の創立以来、殺虫剤を中

心に園芸用品、家庭用品、業務用品へと事業領域を拡大し、日本のみなら

ず世界中を舞台とするグローバル企業へと躍進を遂げてきました。現在、

グループ会社として国内関係会社６社及び海外連結子会社１１社（インド

ネシア２社、マレーシア４社、タイ、ベトナム、ミャンマー、インド、メ

キシコ）を有しております。

・当社及び当社のグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）は、

創立以来特に研究開発に注力し、世界初の専売特許殺虫剤「強力フマキラ

ー液」に始まり、昭和３８年には世界初の電気蚊取り「ベープ」、その後

平成１２年には世界初の電池式蚊取り「どこでもベープ」、平成２０年に
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は火も電気も水も使わない次世代蚊取り「おすだけベープ」を発売するな

ど、斬新な発想による幾多の新価値創造型新製品を生み出してまいりまし

た。

・このような当社の経営理念の継続的な実行により、当社の企業価値ないし

株主共同の利益の 大化が実現され、当社の事業を構成する全てのステー

クホルダー（株主、顧客、従業員、社会等）に利益をもたらすものと考え

ております。

・当社は、当社グループが生産・販売・技術面でグローバルな競争力を持つ

企業としてさらに成長し、企業価値の増大と堅固な経営基盤を確立するた

めに、①商品開発体制の強化、②販売・マーケティング力の強化、③利益

構造の改革、④海外事業の拡大と強化、⑤資本業務提携を通じた事業の発

展、収益性強化及び顧客満足度の向上等の課題に取り組んでまいります。

・また、当社は、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期

待に応え企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本で

あると考え、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つに

位置付けております。

(3) 不適切な支配の防止のための取組み

・当社は、平成24年５月11日の取締役会において、会社法施行規則第118条

第３号に定める株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針（以下「本基本方針」といいます。）に照らして不適

切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

する取組みとして、当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（以

下「現プラン」といいます。）の改定及び継続について決議し、同年６月

28日開催の第63期定時株主総会において現プランの改定及び継続につき株

主の皆様のご承認をいただきました。

・現プランの有効期間は、平成27年６月に開催予定の定時株主総会終結の時

までとなっております。

・その後、当社は、昨今の情勢変化、法令等の改正等を踏まえ、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益の維持及び向上の観点から、現プランの継続

の是非も含めその在り方について検討してまいりました。

・かかる検討の結果、当社は、平成27年５月18日開催の取締役会において、

平成27年６月26日開催予定の当社第66期定時株主総会における株主の皆様
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のご承認を条件に、現プランを更新し当社株式に対する大規模買付行為へ

の対応方針（買収防衛策）（以下、更新後の対応方針を「本プラン」とい

います。）として継続することを決議いたしました。

・なお、更新後の本プランは、現プランに語句の修正、文言の整理等所要の

変更を加えておりますが、いずれも軽微なもので、基本的な内容に大きな

変更はございません。

・本プランは、大規模買付行為、すなわち特定株主グループの議決権割合を

20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として

特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為が

行われる際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様

が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様に代

わって当社経営陣が大規模買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益の 大化に資することを目的とするものであ

ります。

・大規模買付行為を行おうとする大規模買付者は、本プランに従い、大規模

買付行為に先立ち、株主の皆様のご判断並びに当社取締役会による評価・

検討等のために必要な情報を提供することが求められます。大規模買付者

が本プランに定める手続を遵守しない場合や、大規模買付者による大規模

買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものと

認められる場合で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、大規模買

付者等所定の者による行使が原則として認められないとの行使条件等が付

された新株予約権の無償割当てその他の措置を講じることにより、大規模

買付行為に対抗します。

・本プランにおきましては、当社取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の

判断及び対応の合理性及び公正性を確保することを目的として独立委員会

を設置しております。

・また、本プランにおきましては、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非

に関する独立委員会の勧告を 大限尊重し、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動又は不発動の決議

を行うものとされております。

・その他本プランの詳細につきましては、当社の第66期定時株主総会招集ご

通知の「株主総会参考書類」52頁から77頁まで及び当社ウェブサイト
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（アドレスhttp://www.fumakilla.co.jp/ir/other/post-76.html）をご参

照下さい。

(4) 上記の取組みについての取締役会の判断

・当社は、当社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、 終的には

当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

・また、当社は、大規模買付行為が、本基本方針に合致し、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に中長期的に資するものである限りにおいて、こ

れを否定するものではありません。

・しかしながら、株式等の大規模買付行為の中には、株主の皆様が大規模買

付行為の内容を検討し、また当社取締役会が株主の皆様に代替案等を提案

するための十分な時間や情報を提供しないもの、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的なもの、株主の皆様に

当社の株式等の売却を事実上強制するおそれのあるもの等、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

・当社取締役会は、こうした事情に鑑み、大規模買付行為が行われた際に、

当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断す

るために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様に代わって当社経営

陣が大規模買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ないし株主

共同の利益の 大化に資するよう現プランを継続しており、この度、現プ

ランを更新し本プランとして継続することとしました。上記の取組みは本

基本方針に沿うものであり、また、当社の株主の共同の利益を損なうもの

ではないと考えております。

・なお、本プランにおきましては、取締役会の恣意的な判断によって対抗措

置が発動されることを防止するため、独立委員会を設置し、独立委員会の

勧告を尊重して買収防衛策が発動されることが定められているほか、合理

的かつ客観的な発動要件が充足されなければ対抗措置が発動されないよう

に設定されており、上記取組みは当社の取締役の地位の維持を目的とする

ものではないと考えております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 ・ 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

商 標 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

18,310,059

3,147,437

8,274,500

4,260

3,370,927

640,724

1,402,765

609,582

860,912

△1,052

11,499,535

4,427,545

2,109,698

1,239,922

169,606

705,978

138,324

64,014

3,201,781

1,315,573

1,218,017

668,190

3,870,208

3,525,650

99,067

34,309

411,588

△200,407

流 動 負 債 15,762,688

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,265,844

電 子 記 録 債 務 1,869,190

短 期 借 入 金 6,344,533

1年内返済予定の長期借入金 301,283

未 払 金 2,551,319

未 払 法 人 税 等 214,746

賞 与 引 当 金 427,166

役 員 賞 与 引 当 金 20,500

売 上 割 戻 引 当 金 98,532

返 品 調 整 引 当 金 499,845

そ の 他 169,725

固 定 負 債 3,820,100

長 期 借 入 金 1,940,052

繰 延 税 金 負 債 979,780

退 職 給 付 に 係 る 負 債 289,728

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 444,683

そ の 他 165,856

負 債 合 計 19,582,789

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 6,682,619

資 本 金 3,698,680

資 本 剰 余 金 2,105,774

利 益 剰 余 金 2,446,171

自 己 株 式 △1,568,006

その他の包括利益累計額 1,624,673

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 859,055

為 替 換 算 調 整 勘 定 786,357

退職給付に係る調整累計額 △20,739

少 数 株 主 持 分 1,919,512

純 資 産 合 計 10,226,805

資 産 合 計 29,809,595 負 債 ・ 純 資 産 合 計 29,809,595

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成26年４月１日から)平成27年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 33,308,347

売 上 原 価 22,491,502

売 上 総 利 益 10,816,845

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 542,925

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 499,845

差 引 売 上 総 利 益 10,859,925

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,412,374

営 業 利 益 1,447,551

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 104,539

不 動 産 賃 貸 料 37,031

技 術 指 導 収 入 61,286

そ の 他 120,483 323,341

営 業 外 費 用

支 払 利 息 89,598

売 上 割 引 68,899

為 替 差 損 9,142

そ の 他 41,103 208,744

経 常 利 益 1,562,148

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 11,350

負 の の れ ん 発 生 益 6,596 17,947

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 1,281 1,281

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,578,813

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 596,167

法 人 税 等 調 整 額 1,398 597,565

少数株主損益調整前当期純利益 981,247

少 数 株 主 利 益 129,166

当 期 純 利 益 852,080

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から)平成27年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,698,680 2,105,771 1,606,017 △1,552,339 5,858,129

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

155,192 155,192

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高

3,698,680 2,105,771 1,761,210 △1,552,339 6,013,322

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △167,119 △167,119

当 期 純 利 益 852,080 852,080

自 己 株 式 の 取 得 △15,939 △15,939

自 己 株 式 の 処 分 2 272 275

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ 2 684,961 △15,666 669,297

当 期 末 残 高 3,698,680 2,105,774 2,446,171 △1,568,006 6,682,619

（単位：千円）

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に 係 る
調整累計
額

その他の
包括利益
累計額合
計

当 期 首 残 高 347,973 270,142 △68,923 549,192 1,693,048 8,100,370

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

155,192

会計方針の変更を反映した
当 期 首 残 高

347,973 270,142 △68,923 549,192 1,693,048 8,255,563

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △167,119

当 期 純 利 益 852,080

自 己 株 式 の 取 得 △15,939

自 己 株 式 の 処 分 275

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

511,081 516,215 48,183 1,075,480 226,464 1,301,944

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計

511,081 516,215 48,183 1,075,480 226,464 1,971,242

当 期 末 残 高 859,055 786,357 △20,739 1,624,673 1,919,512 10,226,805

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記】

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　　14社

主要な連結子会社の名称　日広産業㈱､ フマキラー・トータルシステム㈱､ 大下製薬㈱､ 

P.T. FUMAKILLA INDONESIA、FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED、

FUMAKILLA AMERICA,S.A.DE C.V.、Fumakilla Asia Sdn.Bhd.、

Fumakilla Malaysia Bhd.、Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.、

Fumakilla (Thailand) Ltd.、PT Technopia Jakarta

非連結子会社の数　　　　２社

非連結子会社の名称　　　FUMAKILLA QUIMICA BRASIL LTDA.他１社

(連結の範囲から除いた理由)

　FUMAKILLA QUIMICA BRASIL LTDA.他１社は、総資産、売上高、

当期純損益は僅少で、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性が乏しいため、連結の範囲から除いて

おります。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等

（非連結子会社）FUMAKILLA QUIMICA BRASIL LTDA.他１社

（関連会社）大下産業㈱、PT OSIMO INDONESIA、他２社

　上記持分法を適用していない非連結子会社または関連会社は、当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用から除外してい

ます。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度は、12月31日を決算日としている海外子会社（11社）を除き親会社と

同じであります。当連結計算書類の作成に当たっては、12月31日を決算日としている子会社に

おいては、同日現在の計算書類を使用し連結決算日との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　移動平均法による原価法
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②　たな卸資産

貯蔵品を除くたな卸資産　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品　　　　　　　　　 終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法によっております。ただし平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法

を採用しています。

なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が３年～50年、機械

装置及び運搬具は２年～11年であります。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

商標権　7～20年

③　リース資産　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上し

ております。

②　役員賞与引当金　　　　　役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しており

ます。

③　賞与引当金　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上してお

ります。

④　売上割戻引当金　　　　　当社は販売した製商品の将来発生する売上割戻に備えるため、

割戻対象となる売上高に直近の実績をもととして計算した割

戻率を乗じて計上しております。

⑤　返品調整引当金　　　　　当社は返品による損失に備えるため、返品率及び売買利益率

等の実績をもとに必要額を計上しております。
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⑥　役員退職慰労引当金　　　当社は役員の退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外子会社の

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めております。

② のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積もり、20年以内の合理的

な年数で均等償却することとしております。ただし、のれんの金額が僅少の場合には発生年

度に全額償却することとしております。

③ 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

④ 重要なヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の方法

　　  特例処理の要件を満たすスワップ取引について、当該特例処理を採用しています。

　　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　  ヘッジ手段…金利スワップ

　　  ヘッジ対象…借入金利息

　　ヘッジ方針

   　 当社は取締役会の承認を行った上、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で金利

    スワップ取引を利用しています。

    ヘッジ有効性評価の方法

　    金利スワップにつきましては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略してお

    ります。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、給付算定式基準によっております。

　数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の費用処理方法

　会計基準変更時差異につきましては、15年による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしております。
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【会計方針の変更に関する注記】

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給

付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第25号　平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基

準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度よ

り適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法

を期間定額基準から給付算定式基準に変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の

基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する

方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割

引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱い

に従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に

伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が240,415千円減少し、利益剰余金

が155,192千円増加しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

　なお、１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

【連結貸借対照表に関する注記】

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産　建物

　 　　　　　　　　　　　  土地

　　　　　　　　　　　　　   計

② 担保に係る債務　　　　１年内返済予定の長期借入金

　　　　　　　　　　　　　 長期借入金

　　　　　　　　　　　　　   計

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

283,556千円

45,547千円

329,103千円

250,000千円

1,750,000千円

2,000,000千円

14,211,083千円

(3) 受取手形割引高 311,850千円

(4）財務制限条項

　当社が、取引銀行４行及び生命保険相互会社１社と締結しているシンジケート方式による

コミットメント期間付タームローン契約（契約日平成24年11月７日、当連結会計年度末残高

2,000,000千円）には下記財務制限条項が付されており、これらに抵触し貸付人が請求した場

合には、本契約上の全ての債務について期限の利益を失います。

①  平成25年３月期決算（当該期を含む）以降、各年度の決算期の末日における連結及び 

単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成24年３月決算期末日における連結及び単

体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。
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②  平成25年３月期（当該期を含む）以降、各年度の決算期における連結及び単体の損益計

算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにすること。

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 32,980,000株

(2) 当連結会計年度に行った剰余金の配当

①　当連結会計年度に行った剰余金の配当

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年6月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 167,119 6 平成26年3月31日 平成26年6月30日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 222,472 8 平成27年3月31日 平成27年6月29日

（注）平成27年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を上記

のとおり提案しております。

【金融商品に関する注記】

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

  当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行

借入による方針です。また、デリバティブは借入金の金利変動リスク(金利の上昇または低下

リスク）を回避するために利用し投機的な取引は行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されていま

す。当該リスクに関しては、当社グループの営業管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及

び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期、把握する体制としています。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関

係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、１年以内の支払期日です。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達、長期借入金は企業買収等に係

る資金調達を目的にしたものであり、金利の変動リスクがあります。このうち一部は、金利
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スワップ取引を利用してリスクの軽減を図っております。

　なお、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により流動性リス

クを管理しています。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成27年３月31日（当連結会計年度末日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ

るものは、次表には含まれていません。

（単位：千円）

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

（1）現金及び預金 3,147,437 3,147,437 －

（2）受取手形及び売掛金 8,274,500 8,274,500 －

 (3）電子記録債権 4,260 4,260 －

（4）投資有価証券 3,370,657 3,370,657 －

資産合計 14,796,856 14,796,856 －

（1）支払手形及び買掛金 3,265,844 3,265,844 －

（2）電子記録債務 1,869,190 1,869,190 －

（3）短期借入金 6,344,533 6,344,533 －

（4）長期借入金(１年内返済長期借入金含む) 2,241,336 2,241,336 －

負債合計 13,720,904 13,720,904 －

　　 デリバティブ取引 － △50,554

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、及び（3）電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。

  (4) 投資有価証券

時価については、取引所の価格によっております。
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負債

（1）支払手形及び買掛金、（2）電子記録債務、及び（3）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。

 (4）長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算出しております。

デリバティブ取引

取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

　非上場株式 154,993

　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、

時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）投資有価証券」には含めてお

りません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額並びに有利子負債の

　　　返済予定額

　　（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内
３年超

（1）現金及び預金 3,147,437 － － －

（2）受取手形及び売掛金 8,274,500 － － －

（3）電子記録債権 4,260 － － －

（4）投資有価証券 － － － －

金銭債権及び満期のある

有価証券合計
11,426,198 － － －

（1）短期借入金 6,344,533 － － －

（2）長期借入金（※１） 301,283 373,081 316,970 1,250,000

有利子負債合計 6,645,817 373,081 316,970 1,250,000

  (※１）長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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【１株当たり情報に関する注記】

 (1)１株当たり純資産額 298円73銭

 (2)１株当たり当期純利益 30円60銭

（注）【会計方針の変更に関する注記】に記載の通り、退職給付会計基準等を適用し、退職給

付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従っております。この結果、当連結会計

年度の１株当たり純資産額が5円58銭増加しています。

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成27年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

工 具 ・ 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

商 標 権

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

11,538,419

764,803

176,800

5,539,409

4,260

2,419,927

583,478

843,894

12,073

149,260

564,128

456,518

24,466

△603

10,750,274

2,015,131

701,483

85,092

441,032

7,922

113,205

540,888

121,277

4,228

10,993

550

5,943

4,500

8,724,148

3,478,045

5,177,901

24,661

66,511

△22,972

流 動 負 債 12,706,232
支 払 手 形 271,473
買 掛 金 1,797,731
電 子 記 録 債 務 1,889,340
短 期 借 入 金 5,800,000
１年内返済予定の長期借入金 250,000
リ ー ス 債 務 35,460
未 払 金 1,554,712
未 払 法 人 税 等 130,501
前 受 金 20,667
預 り 金 14,241
賞 与 引 当 金 260,952
役 員 賞 与 引 当 金 20,500
売 上 割 戻 引 当 金 98,532
返 品 調 整 引 当 金 498,345
設 備 関 係 等 支 払 手 形 63,744
そ の 他 30

固 定 負 債 2,654,321
長 期 借 入 金 1,750,000
繰 延 税 金 負 債 337,306
退 職 給 付 引 当 金 12,653
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 424,273
リ ー ス 債 務 85,817
預 り 保 証 金 35,282
資 産 除 去 債 務 8,988
負 債 合 計 15,360,554
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 6,069,084
資 本 金 3,698,680
資 本 剰 余 金 2,101,253
資 本 準 備 金 600,678
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,500,574

利 益 剰 余 金 1,837,157
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,837,157

固定資産圧縮積立金 12,537
別 途 積 立 金 940,000
繰 越 利 益 剰 余 金 884,620

自 己 株 式 △1,568,006
評価・換算差額等 859,055
その他有価証券評価差額金 859,055
純 資 産 合 計 6,928,139

資 産 合 計 22,288,693 負債・純資産合計 22,288,693

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成26年４月１日から)平成27年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 17,550,104

売 上 原 価 12,154,806

売 上 総 利 益 5,395,297

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 542,925

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 498,345

差 引 売 上 総 利 益 5,439,877

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,005,609

営 業 利 益 434,268

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 240,680

不 動 産 賃 貸 料 30,364

技 術 指 導 収 入 186,508

そ の 他 86,833 544,387

営 業 外 費 用

支 払 利 息 63,466

売 上 割 引 68,520

そ の 他 15,073 147,059

経 常 利 益 831,595

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 571 571

税 引 前 当 期 純 利 益 832,167

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 262,164

法 人 税 等 調 整 額 △8,417 253,747

当 期 純 利 益 578,419

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から)平成27年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計

固定資産
圧縮積立
金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,698,680 600,678 1,500,571 2,101,250 18,131 690,000 562,533 1,270,664

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

155,192 155,192

会計方針の変更を反映
し た 当 期 首 残 高

3,698,680 600,678 1,500,571 2,101,250 18,131 690,000 717,726 1,425,857

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △167,119 △167,119

当 期 純 利 益 578,419 578,419

固定資産圧縮積
立 金 の 取 崩

△5,593 5,593

別 途 積 立 金 の 積 立 250,000 △250,000

自己株式の取得

自 己 株 式 の 処 分 2 2

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 2 2 △5,593 250,000 166,893 411,299

当 期 末 残 高 3,698,680 600,678 1,500,574 2,101,253 12,537 940,000 884,620 1,837,157

（単位：千円）

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △1,552,339 5,518,255 347,973 347,973 5,866,228

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

155,192 155,192

会計方針の変更を反映
し た 当 期 首 残 高

△1,552,339 5,673,448 347,973 347,973 6,021,421

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △167,119 △167,119

当 期 純 利 益 578,419 578,419

固定資産圧縮積
立 金 の 取 崩

別 途 積 立 金 の 積 立

自己株式の取得 △15,939 △15,939 △15,939

自 己 株 式 の 処 分 272 275 275

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

511,081 511,081 511,081

当 期 変 動 額 合 計 △15,666 395,636 511,081 511,081 906,717

当 期 末 残 高 △1,568,006 6,069,084 859,055 859,055 6,928,139

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項】

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

関係会社株式　　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

貯蔵品を除くたな卸資産　総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品　　　　　　　　　 終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし平成10年４月１日以降取

得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用

しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

③　リース資産　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　売上債権、貸付債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。
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②　役員賞与引当金　　　　　役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しており

ます。

③　賞与引当金　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上してお

ります。

④　売上割戻引当金　　　　　販売した製商品の将来発生する売上割戻に備えるものであっ

て、割戻対象となる売上高に直近の実績をもととして計算し

た割戻率を乗じて計上しております。

⑤　返品調整引当金　　　　　返品による損失に備えるため、返品率及び売買利益率等の実

績をもとに必要額を計上しております。

⑥　退職給付引当金　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に

よっております。なお、会計基準変更時差異については、15

年による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

会計基準変更時差異及び未認識数理計算上の差異の貸借対照

表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

⑦　役員退職慰労引当金　　　役員の退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①　重要なヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の方法

　　特例処理の要件を満たすスワップ取引について、当該特例処理を採用しています。

　ヘッジ手段とヘッジ対象

　  ヘッジ手段…金利スワップ

　  ヘッジ対象…借入金利息

　ヘッジ方針

　　当社は取締役会の承認を行った上、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的で金利

　スワップ取引を利用しています。

　ヘッジ有効性評価の方法

  　金利スワップにつきましては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略してお

　ります。
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②　外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務

については、当該為替予約等の円貨額に換算しております。

③　消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

【会計方針の変更に関する注記】

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給

付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第25号　平成27年３月26日。）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の

計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準に変

更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の

平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支

払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱い

に従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う

影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

　この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が240,415千円減少し、繰越利益剰余金が

155,192千円増加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。

　なお、１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

【貸借対照表に関する注記】

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産　　　建物   283,556千円

　　　　　　　　　　　　　　土地   45,547千円

　　　　　　　　　　　　　　  計 329,103千円

②担保に係る債務　　　　　　1年内返済予定の長期借入金  250,000千円

　　　　　　　　　　　　　　長期借入金 1,750,000千円

　　　　　　　　　　　　　　  計  2,000,000千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 9,835,844千円

(3) 保証債務

　　銀行借入金に対する保証債務 PT Technopia Jakarta

Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.

　　　　　計

  601,350千円

98,781千円

700,131千円
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(4) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 655,845千円

短期金銭債務 784,490千円

長期金銭債務 2,500千円

(5) 受取手形割引高 311,850千円

(6) 財務制限条項

　当社が、取引銀行４行及び生命保険相互会社１社と締結しているシンジケート方式による

コミットメント期間付タームローン契約（契約日平成24年11月７日、当事業年度末残高

2,000,000千円）には下記財務制限条項が付されており、これらに抵触し貸付人が請求した場

合には、本契約上の全ての債務について期限の利益を失います。

① 平成25年３月期決算（当該期を含む）以降、各年度の決算期の末日における連結及び単体

の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成24年３月決算期末日における連結及び単体の貸

借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。

② 平成25年３月期（当該期を含む）以降、各年度の決算期における連結及び単体の損益計算

書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにすること。

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

営業取引

売上高 1,535,513千円

仕入高 2,294,513千円

営業費用 35,056千円

営業取引以外の取引高 324,794千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 5,126千株 45千株 0千株 5,170千株

（注）自己株式の数の増加は、所在不明株主からの株式買取りによる増加39千株及び単元未満株

式の買取りによる増加６千株であります。
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【税効果会計に関する注記】

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因

賞与引当金 85,481千円

未払値引 159,379千円

製品評価損 244,589千円

売上割戻引当金 32,348千円

役員退職慰労引当金 136,021千円

投資有価証券評価損 62,812千円

返品調整引当金超過額 73,851千円

その他 93,162千円

小計 887,646千円

評価性引当額 312,361千円

繰延税金資産合計 575,285千円

(2) 繰延税金負債の発生の主な原因

固定資産圧縮積立金 6,219千円

その他有価証券評価差額金 340,764千円

その他 1,479千円

繰延税金負債合計 348,463千円

繰延税金資産の純額 226,821千円

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改

正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後

に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.37％から平成27年４

月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.83％に、平成28年４月１

日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.06％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は10,682

千円減少し、法人税等調整額が45,864千円、その他有価証券評価差額金が35,181千円それぞれ

増加しております。

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な固定資産として、車

両及び事務用機器があります。
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【関連当事者との取引に関する注記】

(1) 子会社及び関連会社等

種類 会 社 等 の 名 称
議決権等の
所 有 ( 被 所
有)割合(％)

関 係 内 容

取 引 の 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）役 員 の

兼 任 等
関連当事者
と の 関 係

子 会 社

P.T.FUMAKILLA
I N D O N E S I A

所 有
直 接
8 5 . 0 0 ％

5名
技術援助契
約の締結

技術指導料の
受 取

120,808 未収入金 120,808

PT Technopia
J a k a r t a

所 有
直 接
7 3 . 6 4 ％

5名 債務保証 債 務 保 証 601,350 － －

関連会社
大 下 産 業
株 式 会 社

所 有
直 接
0 . 2 2 ％
(被所有 )
直 接
4 . 0 7 ％

5名
同社製品の
購入

原 材 料 の
有 償 支 給

245,085 未収入金 212,539

原材料の仕入 1,208,289

買 掛 金 287,911

電子記録
債 務

357,879

取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

債務保証につきましては、金融機関からの借入れに対して行っております。

技術指導料の受取りにつきましては、技術援助契約を基礎として決定しております。

原材料の有償支給及び仕入につきましては、当社の原価より算出した価格により毎期交渉

の上、決定しております。

【１株当たり情報に関する注記】

(1) １株当たり純資産額 249円13銭

(2) １株当たり当期純利益 20円78銭

（注）【会計方針の変更に関する注記】に記載の通り、退職給付会計基準等を適用し、退職給

付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従っております。この結果、当事業年度

の１株当たり純資産額が5円58銭増加しています。

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月14日

フマキラー株式会社

取締役会　御中

有限責任 あ　ず　さ　監　査　法　人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小松原　 浩　平 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 谷　　   宏　子 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フマキラー株式会社

の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が

国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき

監査を実施することを求めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、フマキラー株式会社及び連結子会社

からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月14日

フマキラー株式会社

取締役会　御中

有限責任 あ　ず　さ　監　査　法　人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小松原 　浩　平 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 谷　     宏　子 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フマキラー株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第66期事業年度の計

算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第66期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則
第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会そ
の他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし
た。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の
方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について
検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認
められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条
第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の
株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地
位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

平成27年５月15日

フマキラー株式会社　監査役会

監査役(常勤) 横 田 　 進 

監 査 役 山 口 武 夫 

社外監査役 早稲田　幸　雄 

社外監査役 荒 川 英 文 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策のひとつとして位置づけ、

安定的かつ継続的な利益還元を基本としながら、将来の事業展開等を勘案いた

しまして、以下のとおり第66期の期末配当及びその他の剰余金の処分をさせて

いただきたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金８円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は222,472,392円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成27年６月29日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 450,000,000円

②　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 450,000,000円
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　　今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化やコーポレートガバナ

ンスの拡充等を図るべく、取締役の員数を11名以内から13名以内に変更す

るものであります。

２．変更の内容

　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

第４章　取締役及び取締役会

（員数）

第４章　取締役及び取締役会

（員数）

第20条　当会社の取締役は、11名以内

とする。

第20条　当会社の取締役は、13名以内

とする。

第３号議案　取締役３名選任の件

　経営体制の強化を図るため取締役３名を増員することとし、取締役３名の

選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期

は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなり

ます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

１

ちから

力
いし

石
けい

敬
ぞう

三

(昭和30年３月８日)

昭和53年４月

平成16年６月

平成20年３月

平成25年４月

平成25年10月

ユニチャーム㈱入社

㈱CFSコーポレーション入社

エステー㈱入社

当社入社　海外事業部付部長

PT. FUMAKILLA NOMOS （旧社名 

PT Technopia Jakarta）代表取締

役社長（現任）

-株

（重要な兼職の状況）

PT. FUMAKILLA NOMOS （旧社名 PT 

Technopia Jakarta）代表取締役社長
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候補者
番 号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

２

むら

村
もと

元
とし

俊
あき

亮

(昭和45年11月２日)

平成11年６月

平成21年11月

平成23年７月

平成25年７月

当社入社

総合統括部　次長

FUMAKILLA INDIA PRIVATE 

LIMITED 営業・マーケティン

グ部長

Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.　

代表取締役社長（現任）

5,644株

（重要な兼職の状況）

Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.　　　　

代表取締役社長

３

やま

山
した

下
かつ

勝
なり

也

(昭和20年８月８日)

昭和43年４月

平成17年６月

平成19年４月

平成22年４月

三井石油化学工業㈱(現 三

井化学㈱）入社

同社常務執行役

エムシービジネスサポー　

ト㈱代表取締役社長

国立大学法人筑波大学監事

-株

（注）１．力石敬三氏、村元俊亮氏及び山下勝也氏は、新任の取締役候補者であ

ります。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．山下勝也氏は、社外取締役候補者であります。

４．山下勝也氏を社外取締役候補者とした理由は、他の企業の代表取締役

や役員の経験を当社の経営に活かしていただくため選任をお願いする

ものであります。
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第４号議案　監査役２名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役荒川英文氏は任期満了となり、監査役山口

武夫氏は辞任されます。つきましては、監査役２名の選任をお願いするもので

あります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社株式の数

１

しま

嶋
だ

田
ひろ

洋
ひで

秀

(昭和25年９月７日)

平成16年４月

平成17年６月

平成19年２月

平成19年６月

平成22年６月

平成23年６月

エステー化学㈱（現エステー㈱）

入社

同社執行役

同社常務執行役

同社取締役兼常務執行役

当社取締役

当社専務取締役

-株

２

きく

菊
ち

池
きん

欣
や

也

(昭和20年10月28日)

昭和45年４月

平成９年11月

平成10年６月

平成15年６月

平成18年６月

㈱三和銀行（現㈱三菱東京

UFJ銀行）入行

日本ビルサービス㈱取締役

業務部長

同社常務取締役　総合企画

部長

同社代表取締役専務

As-meエステール㈱社外監査役

-株

　(注)１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．嶋田洋秀氏、菊池欣也氏は、新任の監査役候補者であります。

３．菊池欣也氏は、社外監査役候補者として選任するものであります。

４．菊池欣也氏を、社外監査役候補者とした理由は、同氏がこれまで培っ

てきた知識、経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、

社外監査役候補者としました。
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第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任されます監査役山口武夫氏

及び任期満了により監査役を退任されます荒川英文氏の両氏に対し、在任中の

労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈い

たしたく、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは監査役の協議にご一任願

いたいと存じます。

　退任監査役の略歴は次のとおりでございます。

氏　　　名 略 歴

平成５年６月

平成８年６月

平成10年６月

平成16年６月

当社常勤監査役

当社代表取締役専務

当社常勤監査役

当社監査役

現在に至る

やま

山
ぐち

口
たけ

武
お

夫

あら

荒
かわ

川
ひで

英
ふみ

文
平成６年６月 当社監査役

現在に至る

第６号議案　当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策）の更

新の件

　当社は、平成１８年５月２２日開催の取締役会において、当社株式に対する

大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を決定し、直近では平成２４年６

月２８日開催の当社第６３期定時株主総会の決議によりこれを改定し（以下、

改定後の対応方針を「現プラン」といいます。）、現プランとして継続してお

りますが、現プランの有効期限は平成２７年６月開催予定の定時株主総会終結

の時までとなっております。

　その後、当社は、昨今の情勢変化、法令等の改正等を踏まえ、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益の維持及び向上の観点から、現プランの継続の是非

も含めその在り方について検討してまいりました。

　かかる検討の結果、当社は、平成２７年５月１８日開催の取締役会において、

会社法施行規則第１１８条第３号に定める株式会社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「本基本方針」といいます。）

に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止する取組みとして、平成２７年６月２６日開催予定の当社第６６期

定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様の
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ご承認を条件に、現プランを更新し当社株式に対する大規模買付行為への対応

方針（買収防衛策）（以下、更新後の対応方針を「本プラン」といいます。）

として継続することを決定いたしました。

　なお、更新後の本プランは、現プランに語句の修正、文言の整理等所要の変

更を加えておりますが、いずれも軽微なもので、基本的な内容に大きな変更は

ございません。

　本議案は、本プランの改定及び継続につき、株主の皆様のご承認をお願いす

るものであります。

　なお、法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を

含みます。）があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用す

る法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこ

れらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替

えられるものとします。

Ⅰ．本基本方針の内容

　当社は、「ひとの命を守る。ひとの暮らしを守る。ひとを育む環境を守る。

わたしたちは、世界中の人々がいつまでも安心して快適に暮らすことのできる

社会づくりに貢献していきます。」という経営理念のもとで、中長期的な視点

から経営を行い、グローバルな競争力を持つ企業として企業価値の向上に努め

ております。

　そのためには、当社が長年にわたり培ってきた生産・販売・技術の専門知識

やノウハウ、経験をもとに、顧客満足度の高い高付加価値商品を積極的かつ継

続的に開発することが必須条件であり、同時に国内及び海外の顧客・取引先等

との長期的な関係構築が不可欠であります。

　こういった当社の事業特性を理解し長期的視野で当社の理念を実施していく

ことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益につながるものと考え、当社

の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、上記の理念を実践する者でなけ

ればならないと考えております。

　当社といたしましては、公開企業である当社株式の売買は、 終的には株主

の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えておりますが、当社及び当社グル

ープの企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者に対して

は、必要かつ相当な措置を取ることにより、当社及び当社グループの企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
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Ⅱ．本基本方針の実現に資する特別な取組み

　１　企業価値向上に向けた取り組み

　当社は大正１３年、当社の前身である大下回春堂の創立以来、殺虫剤を中心

に園芸用品、家庭用品、業務用品へと事業領域を拡大し、日本のみならず世界

中を舞台とするグローバル企業へと躍進を遂げてきました。現在、グループ会

社として国内関係会社６社および海外連結子会社１１社（インドネシア２社、

マレーシア４社、タイ、ベトナム、ミャンマー、インド、メキシコ）を有して

おります。

　当社及び当社のグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）は、創

立以来特に研究開発に注力し、世界初の専売特許殺虫剤「強力フマキラー液」

に始まり、昭和３８年には世界初の電気蚊取り「ベープ」、その後平成１２年

には世界初の電池式蚊取り「どこでもベープ」、平成２０年には火も電気も水

も使わない次世代蚊取り「おすだけベープ」を発売するなど、斬新な発想によ

る幾多の新価値創造型新製品を生み出してまいりました。

　このような当社の経営理念の継続的な実行により、当社の企業価値ないし株

主共同の利益の 大化が実現され、当社の事業を構成する全てのステークホル

ダー（株主、顧客、従業員、社会等）に利益をもたらすものと考えております。

　また、当社は、当社グループが生産・販売・技術面でグローバルな競争力を

持つ企業としてさらに成長し、企業価値の増大と堅固な経営基盤を確立するた

めに、以下の課題に取り組んでまいります。

①　商品開発体制の強化

　当社は、殺虫剤、家庭用品、園芸用品をコア事業と位置づけています。当社

が継続的な成長を実現するためには、顧客ニーズを満足させる製品を積極的に

開発し続けることが必須条件であります。これまでに培ってきた生産・販売・

技術の専門知識やノウハウ、経験をもとに、研究開発力と柔軟な発想に一層の

磨きをかけ、クオリティが高くお客様のニーズを捉えた新価値創造製品の開発

と継続的な商品の改良に努めてまいります。

　また、グローバルな視点で、日本はもとよりインドネシアやマレーシアの海

外子会社の研究開発体制を強化し、各国の現地ニーズと消費者の使用実態に適

応した製品の開発を推進してまいります。

②　販売・マーケティング力の強化

　戦略的かつ重点的な経営資源の投入による「フマキラー」ブランドの強化、

成長カテゴリー商品を中心とした販促企画や棚割提案など販売効率の高い売場
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作りの提案営業とお得意先様との関係強化、新規顧客の開拓、 新の販売情報

の活用によるマーケティング力の強化等に努め、成長性や利益性の見込まれる

既存事業の強化と継続的な育成に積極的に取り組んでまいります。

③　利益構造の改革

　販売品目の重点化による販売効率の向上、返品率の改善、高付加価値商品の

新規開発、商品アイテム数の見直しによる生産効率の改善、在庫の削減、製造

原価のコストダウン及びＶＡ（商品価値の向上）への取組強化、経費の効率的

運用等、一層の収益力強化に取り組んでまいります。

④　海外事業の拡大と強化

　海外市場の拡大と販売強化の観点から積極的な海外事業展開を行い、東南ア

ジア、欧州、中近東、アフリカ、中南米を中心として70ヶ国に及ぶ海外ネット

ワークを構築しております。現在、海外のグループ会社として連結子会社１１

社（インドネシア２社、マレーシア４社、タイ、ベトナム、ミャンマー、イン

ド、メキシコ）を有しており、欧米・アフリカ・中近東などの６ヶ国で技術指

導による現地生産を行っております。

　特に成長著しいアセアン市場での事業基盤を強化するために、国内とフマキ

ラーインドネシア社（P.T.FUMAKILLA INDONESIA）やフマキラーアジアグループ

（Fumakilla Asia Sdn.Bhd.並びに、PT. FUMAKILLA NOMOS（旧社名 PT 

Technopia Jakarta 以下同様）)の海外連結子会社間の連携を強化し、当社の製

品開発力並びに販売力の活用等により、グループ・シナジーを発揮し当社グル

ープの海外事業拡大を図ってまいります。

　海外事業の中で成長ポテンシャルの高いインドネシア市場では、フマキラー

インドネシア社（P.T.FUMAKILLA INDONESIA）とフマキラーノモス社（PT. 

FUMAKILLA NOMOS）の２社体制で、互いの販売エリアの強みを活かしながら展開

しております。フマキラーインドネシア社では、主力の蚊取り線香のシェアNo.

１を引き続き堅持するとともに、エアゾールや電気式蚊取り等の商品力を強化

し、さらなる売上と利益の拡大に向けて取り組んでまいります。フマキラーノ

モス社では、蚊取り線香の商品力強化、製品ラインナップの拡大、販売網の構

築、生産効率の改善やコストダウン等に取り組み、売上拡大と利益体質への改

革を進めてまいります。

　フマキラーアジア社（Fumakilla Asia Sdn.Bhd.）の展開しているマレーシ

ア、タイ、ベトナム、ミャンマーといったアセアン各国でも、同様に既存品の

商品力強化や新製品投入による市場拡大を図るとともに、販売網の構築等を進
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め、売上の拡大を目指してまいります。

　また、メキシコとインド現地法人も、さらなる販売網の整備・構築に取り組

み、事業基盤を強化し、現地法人の育成に注力いたします。

⑤　エステー株式会社及びＮＳファーファ・ジャパン株式会社との取り組み

　当社はエステー株式会社、ＮＳファーファ・ジャパン株式会社と資本業務提

携しております。開発・営業・調達・物流等の分野でそれぞれ一定の成果を上

げつつありますが、引き続き業務提携の取り組みを通じて、３社の業容拡大並

びに企業価値及び株主共同利益の向上に努めてまいります。

　２　コーポレート・ガバナンスの強化

　当社では、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応

え企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、

経営の重要課題の一つに位置づけ、以下の体制を敷いております。

　当社は、取締役会を当社事業に精通した取締役で構成することにより、機動

的・効率的に運営するとともに、意思決定の迅速化に取り組んでおります。具

体的には、平成２７年６月９日現在、取締役会は８名の取締役から構成されて

おり、取締役会は原則毎月１回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時

に開催しております。当社は、取締役会を経営に関する基本方針や重要案件、

業績の進捗状況、法令への対応などについて討議・検討・決定するとともに、

取締役会を取締役の職務執行状況を監督する機関として位置づけております。

　また、当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役４名（うち社

外監査役２名）によって構成されております。各監査役は、取締役会や販売会

議等の会議に適宜出席し、客観的立場から取締役の業務遂行を監視するととも

に、業務の改善に向けて具体的な提言・助言を行っています。また、専任の内

部監査部門及び会計監査人とも緊密に情報交換を行うことで監査の有効性・効

率性を高め、経営の健全性の維持・強化に努めております。なお、平成２７年

６月９日現在、社外監査役１名を独立役員として任命しております。
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Ⅲ．本プランの内容（本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及

び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）

　１　本プランの目的

　本プランの目的は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する、あ

るいはそれらの中長期的な維持・向上に資さない可能性のある大規模買付行為

を抑止することにあります。

　当社は、当社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、 終的には当

社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社

は、大規模買付行為が、本基本方針に合致し、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に中長期的に資するものである限りにおいて、これを否定するもので

はありません。

　しかしながら、株式等の大規模買付行為の中には、株主の皆様が大規模買付

行為の内容を検討し、また当社取締役会が株主の皆様に代替案等を提案するた

めの十分な時間や情報を提供しないもの、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を毀損することが明白である濫用的なもの、株主の皆様に当社の株式等の

売却を事実上強制するおそれのあるもの等、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益に資さないものも想定されます。

　当社取締役会は、こうした事情に鑑み、大規模買付行為が行われた際に、当

該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が適切に判断するため

に必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模

買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の

大化に資するよう、本プランを改定の上、継続することとしました。

　なお、当社は、当社取締役、その関係会社その他当社取締役が関与する法人

及び当社の提携先により議決権の約34.7%に係る株式を保有されておりますが、

これらの株主の中には個人株主も含まれており、今後も同様に当社株式の保有

を継続するかどうかは明らかではなく、当社の株式の流動性が今後増していく

可能性は否定できません。したがって、当社は、上記のような目的の実現を可

能とする枠組みとして、本プランの継続が必要不可欠であると判断しておりま

す。
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　２　本プランの内容

（１）本プランの概要

　　本プランの適用対象は、以下の①若しくは②に該当する行為又はこれらに

　類似する行為（これらの提案も含みます。ただし、事前に当社取締役会が同

　意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何

　を問いません。当該行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行

　い又は行おうとする者を「大規模買付者」といいます。）とします。

　①　特定株主グループ注1の議決権割合注2を２０%以上とすることを目的とす

　　　る当社株式等注3の買付行為

　②　結果として特定株主グループの議決権割合が２０％以上となる当社株式

　　　等の買付行為

　本プランは、大規模買付者が現れた際に、当該大規模買付者に事前の情報提

供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。

注1　特定株主グループとは、①当社の株券等（金融商品取引法第２７条の２３

第１項に規定する「株券等」をいいます。）の保有者（同法第２７条の２３第

１項に規定する「保有者」をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を

含みます。以下同じ。）及びその共同保有者（同法第２７条の２３第５項に規

定する「共同保有者」をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者

を含みます。以下同じ。）、又は②当社の株券等（同法第２７条の２第１項に

規定する「株券等」をいいます。）の買付け等（同法第２７条の２第１項に規

定する「買付け等」をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含み

ます。）を行う者及びその特別関係者（同法第２７条の２第７項に規定する「特

別関係者」をいいます。以下同じ。）を意味します。以下同じ。

注2　議決権割合とは、特定株主グループが注1①の場合においては当該保有者

の株券等保有割合（金融商品取引法第２７条の２３第４項に規定する「株券等

保有割合」をいい、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定す

る「保有株券等の数」をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）を

いい、特定株主グループが注1②の場合においては当該買付け等を行う者及びそ

の特別関係者の株券等所有割合（同法第２７条の２第８項に規定する「株券等

所有割合」をいいます。）の合計をいいます。以下同じ。

後者の場合における議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社

のその時点での発行済株式から、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券
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買付状況報告書のうち直近に提出されたものに記載された数の保有自己株式を

除いた株式に係る議決権数とします。

注3　株式等とは、金融商品取引法第２７条の２３第１項に規定する「株券等」

又は同法第２７条の２第１項に規定する「株券等」のいずれかに該当するもの

を意味します。以下同じ。

（２）本プランの発動に係る手続

①　意向表明書の提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締

役会に対して、大規模買付者の氏名又は名称、住所又は本店事務所等の所

在地、設立準拠法、代表者の役職及び氏名、日本国内における連絡先、大

株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位１０名）の概要、企図さ

れている大規模買付行為の概要並びに本プランに従って大規模買付行為を

行う旨の誓約文言等を記載した意向表明書をご提出いただくこととします。

なお、意向表明書及び下記②に定める買付説明書における使用言語は日本

語に限ります。

②　大規模買付者に対する情報提供の要求

　当社取締役会は、上記①の意向表明書の受領後１０営業日以内に、大規

模買付者から提出していただくべき情報のリスト（以下「当初情報リスト」

といいます。）を上記①の意向表明書に記載された日本国内における連絡

先に宛てて発送いたします。大規模買付者には、大規模買付行為に対する

株主の皆様のご判断並びに当社取締役会による評価・検討等のために必要

な情報（以下「本必要情報」といいます。）等を記載した書面（以下「買

付説明書」といいます。）を当社取締役会に対してご提出いただきます。

　なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、下記の各号に定

める情報等は、原則として、当初情報リストに含まれるものとします。

(a)　大規模買付者及びその特定株主グループの概要（大規模買付者の事業

内容、資本構成、財務内容、過去の法令違反等の有無及び内容並びに当

社の事業と同種の事業についての経営経験等に関する情報を含みま

す。）
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(b)　大規模買付行為の目的、方法及び内容（経営参画の意思の有無、大規

模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取

引の仕組み、買付予定の当社株式等の数及び大規模買付行為を行った後

における議決権割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。）

(c)　買付対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値

情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想さ

れるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における

当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定する

に至った経緯を含みます。）及び買付資金の裏付け（資金の提供者（実

質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び関連する取引の

内容を含みます。）

(d)　大規模買付行為完了後に実施を予定する当社及び当社グループの経

営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用等

(e)　大規模買付行為完了後に実施を予定する当社及び当社グループの企

業価値を持続的かつ安定的に向上させるための施策及び当該施策が当

社及び当社グループの企業価値を向上させることの根拠

(f)　当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の利

害関係者と当社及び当社グループとの関係に関し、大規模買付行為完了

後に予定する変更の有無及びその内容

(g)　反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか

間接的であるかを問いません。）及び関連性が存在する場合にはその内

容

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会

（独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙

１「独立委員会運営規程」、本プランの継続時における独立委員会の委員

の略歴等については、別紙２「独立委員会委員の氏名・略歴」に記載のと

おりです。）に送付します。
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　当社取締役会及び独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情

報として不十分であると判断した場合には、大規模買付者に対し、追加的

に情報を提供するよう求めることがあります。この場合、大規模買付者に

は、かかる情報を当社（取締役会及び独立委員会）に対して追加的に提供

していただきます。なお、当社取締役会は、本プランの適切かつ迅速な運

営を図るため、必要に応じて、大規模買付者の回答に期限を設ける場合が

あります。また、当初情報リストの発送日の翌日から起算して６０日を、

当社取締役会が大規模買付者に対して情報提供を要請し、大規模買付者が

回答を行う期間（以下「情報提供期間」といいます。）の上限として設定

し、本必要情報が十分に提供されない場合であっても情報提供期間が上限

に達したときは、その時点で情報提供に係る大規模買付者とのやり取りを

打ち切り、当該時点までに提供された情報をもって当社取締役会による評

価・検討（下記③）を行うものとします。

　なお、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取

締役会に提供された本必要情報が株主の皆様の判断のために必要であると

認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又

は一部を開示いたします。

　また、当社取締役会は、大規模買付者による本必要情報の提供が十分に

なされたと認めた場合には、その旨を大規模買付者に通知（以下「情報提

供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたし

ます。

　情報提供期間は、当社取締役会が情報提供完了通知を行った日又は情報

提供期間が上限に達した日のいずれか早い方の日をもって終了するものと

します。

③　取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供期間の終了後、大規模買付行為の評価の難易

度等に応じて、以下の(a)又は(b)の期間を、当社取締役会による評価、検

討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期

間」といいます。）として設定します。

(a)　対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株式等の全ての

買付けの場合には６０日間
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(b)　その他の大規模買付行為の場合には 大９０日間

　ただし、上記(a)、(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役

会が合理的に必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、

具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を大規模買付者

に通知するとともに、速やかに情報開示いたします。また、延長の期間

は 大３０日間とします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、適宜必要に応じて外

部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された本必要情

報を十分に評価・検討し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上の観点から、大規模買付者による大規模買付行為の内容の検討

等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大

規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表し

ます。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関

する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として株主の皆様

へ代替案を提示することもあります。

④　対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　当社は、本プランの継続に当たり、現プラン同様、大規模買付行為への

対抗措置の発動（そのために必要な株主総会の招集その他の措置を含みま

す。以下同じとします。）等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締

役会の判断及び対応の合理性及び公正性を確保することを目的として独立

委員会を設置することとしております。

　独立委員会は、以下のとおり、当社取締役会に対して対抗措置の発動の

是非につき勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するようになされるこ

とを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行

う経営陣から独立した外部の専門家（投資銀行、証券会社、弁護士、その

他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、

独立委員会が当社取締役会に対して以下の(a)から(c)までに定める勧告を

した場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取

締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。
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(a)  大規模買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合

　大規模買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合には、独

立委員会は、当社取締役会に対して、原則として対抗措置の発動を勧告

するものとします。

(b)  大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を著しく損なうものと認められる場合

　独立委員会は、大規模買付者が本プランに定める手続を遵守した場合

であっても、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく損なうものと認められかつ対抗措置の発

動を相当と判断する場合には、取締役会評価期間内において当社取締役

会に対して対抗措置の発動を勧告します。

  具体的には、以下の(i)乃至(ix)の類型に該当すると認められる場合に

は、原則として、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと考えます。

(i)　真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を

吊り上げて高値で株式等を当社関係者に引き取らせる目的で当社の

株式等の買収を行っていると判断される場合（いわゆるグリーンメイ

ラーである場合）

(ii)　当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産

権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者や

そのグループ会社等に移譲させる等、いわゆる焦土化経営を行う目的

で当社の株式等の買収を行っていると判断される場合

(iii)　当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグ

ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社の

株式等の買収を行っていると判断される場合

(iv)　当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない

不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益を

もって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価

の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売り抜けをする目的で

当社の株式等の買収を行っていると判断される場合

(v)　大規模買付者の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧

的二段階買収（ 初の買付けで当社の株式等の全部の勧誘をすること

なく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしない
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で、公開買付け等による株式等の買付け等を行うことをいいます。）

等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆

様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

(vi)　大規模買付者の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種

類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該

取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性

等を含みますが、これに限られません。）が、当社の本源的価値に鑑

み、著しく不十分又は不適当なものであると判断される場合

(vii)　大規模買付者による支配権の取得により、当社株主はもとより、

当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な顧客、従業員、取引先、

その他利害関係者との関係が破壊されることが予想される等、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるお

それがあると判断される場合

(viii)　大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中

長期的な将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配

権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、劣後すると判断される

場合

(ix)　大規模買付者が公序良俗の観点から支配株主として不適切である

と判断される場合

(c)　大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を著しく損なうものではないと認められる場合

　独立委員会は、上記(a)及び(b)に定める場合を除き、当社取締役会に

対して対抗措置の不発動の勧告を行うものとします。

⑤　取締役会の決議

　当社取締役会は、上記④に定める独立委員会の勧告を 大限尊重し、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から速やか

に対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。その際に、独立

委員会が対抗措置を発動すべきでないとの勧告をした場合には、不発動の

決議を行うこととします。

　また、当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他

当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行いま

す。
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⑥　対抗措置の中止又は発動の停止

　当社取締役会が上記⑤の手続に従い対抗措置の発動を決議した後又は発

動後においても、(a)大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合又は

(b)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が

生じ、かつ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という

観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、

当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき又は勧告の有無にかかわらず、

対抗措置の中止又は発動の停止を決議するものとします。

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要そ

の他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑦　大規模買付行為の開始

　大規模買付者は、本プランに定める手続を遵守しなければならず、当社

取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは、大

規模買付行為を開始することができないものとします。

（３）本プランにおける対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記（２）⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置の

一つとしては、新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償

割当てを行うことを想定しています。ただし、会社法その他の法令及び当

社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが相当と判断され

る場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。

　本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙３に記載のとおりとします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、

上記（２）⑥に記載のとおり、対抗措置の中止又は発動の停止を決定する

ことがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の

無償割当てを決議した場合において、大規模買付者が大規模買付行為を中

止し、当社取締役会が上記（２）⑥に記載の決議を行った場合には、本新

株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日ま

でにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割

当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおい

ては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を

停止することができるものとします。
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（４）本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合に

は、平成３０年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

　ただし、上記有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本

プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に

従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総

会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議

がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします（下

記Ⅳ．３参照）。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しく

は金融取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更又は税制、裁判例

等の変更等により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得

た上で、本プランを変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の

事実（法令等の改正による文言の変更等軽微な変更は除きます。）及び（変

更の場合には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、

情報開示を行います。
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Ⅳ．本プランの合理性

　１　買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成１７年５月２７日に発表した「企

業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の

定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株

主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、また、企業価値

研究会が平成２０年６月３０日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買

収防衛策の在り方」並びにコーポレートガバナンス・コードの策定に関する有

識者会議の平成２７年３月５日付「コーポレートガバナンス・コード原案」原

則１－５．（いわゆる買収防衛策）及び補充原則１－５①を踏まえた内容とな

っております。

　２　当社の企業価値ないしは株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継

続されること

　本プランは、上記Ⅲ．１に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付行

為がなされようとする際に、当該大規模買付行為に応ずるべきか否かを株主の

皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報

や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能

とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ

せるという目的をもって継続されるものです。

　３　株主意思を重視するものであること

　当社は、本プランを本定時株主総会にお諮りすることを併せて当社取締役会

で決議しております。上記Ⅲ．２（４）に記載のとおり、本定時株主総会にお

いてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又

は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止さ

れることになります。従いまして、本プランの継続及び廃止には、株主の皆様

の意思が十分反映される仕組みとなっております。

　４　独立性の高い委員会の判断の重視と情報開示

　当社は、本プランの継続に当たり、現プラン同様、大規模買付行為への対抗

措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応

の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置することと
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しております。

　独立委員会は、社外取締役、社外監査役、当社の業務執行を行う経営陣から

独立している社外有識者の中から当社取締役会により選任された者により構成

されます。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家

の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

資するような本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

　５　合理的かつ客観的発動要件の設定

　本プランは、上記Ⅲ．２（２）に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要

件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会によ

る恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

　６　デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記Ⅲ．２（４）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任され

た取締役で構成される取締役会において、いつでも廃止することができるもの

としております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）では

ありません。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型

買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その

発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

Ⅴ．株主及び投資家の皆様への影響

　１　本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、

本プラン継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益

に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

　なお、上記Ⅲ．２（２）に記載のとおり、大規模買付者が本プランを遵守す

るか否か等により当該大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、

株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意くださ

い。なお、株主及び投資家の皆様に影響を及ぼすような大規模買付者の動向を

当社が把握した場合、当社は速やかに情報開示を行います。
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　２　本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う

場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に

対し、その保有する株式１株につき本新株予約権２個を上限とした割合で、本

新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権

の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済

的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は

生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利

益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　ただし、大規模買付者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的

に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっ

ても、上記Ⅲ．２（２）⑥に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗

措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動

が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき

株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約

権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する株式１株

当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び

投資家の皆様は、株価の変更により損害を被る可能性がある点にご留意くださ

い。

　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当

該行使又は取得に際して、大規模買付者の法的権利、経済的利益に影響が生じ

ることが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主の皆

様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響

を与えることは想定しておりません。

　３　本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続

　本新株予約権の無償割当て期日における 終の株主名簿に記録された株主の

皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約

権者となるため、申込みの手続は不要です。

　また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続をとる場合には、大規

模買付者以外の株主の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金

銭を払いこむことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受
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領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続は不要となり

ます。

　以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細に

ついては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた

後、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則

に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内

容をご確認ください。
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別紙１

独立委員会運営規程

第１条（設置）

１．「当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以

下、本プランという。）の導入に際し、大規模買付行為への対抗措置の発

動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の合

理性及び公正性を確保することを目的として独立委員会を設置する。

２．独立委員会は、取締役会の決議により設置される。

第２条（構成）

１．独立委員会の委員は、３名から５名とする。

２．独立委員会は、以下各号に該当する者の中から、当社取締役会が選任した

委員をもって構成されるものとする。

　　（１）社外取締役

　　（２）社外監査役

　　（３）当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者（原則とし

て、弁護士、公認会計士等の専門家、学識者、証券取引に精通する者、

又は、企業経営経験者、企業経営専門家等とする。）

３．当社は、独立委員会の委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関

する事項を含む契約を締結するものとする。

４．委員の追加の必要がある場合、取締役会が独自の判断で候補者を決定する

他、独立委員会は取締役会に対して候補者を推薦することができるものと

し、かかる推薦があったとき、取締役会は推薦内容を検討するものとする。

５．取締役会は、委員の中から１名を独立委員会委員長に選任し、また、委員

の中から１名を独立委員会委員長の職務代行者に選任する。

第３条（任期）

　　委員の任期は以下各号のとおりとし、重任を認めるものとする。ただし、

委員が前条第２項各号に該当しないこととなったとき、本プランが廃止さ

れたとき、又は本プランが独立委員会を設置しない内容に変更されたとき

は、当該各時点をもって全ての委員の任期が終了するものとする。

－ 71 －



（１）社外取締役又は社外監査役である委員

各々の取締役又は監査役としての任期と同じとする。ただし、当該委員

の選任時に、当社取締役会が別段の定めをしたときは、この限りではな

い。

（２）社外有識者である委員

選任後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。ただし、当該委員の選任時に、当社取締役

会が別段の定めをしたときは、この限りではない。

第４条（決議要件等）

１．独立委員会は、代表取締役又は独立委員会委員長が招集する。ただし、代

表取締役及び独立委員会委員長に事故があるときは、各独立委員会委員が

これを招集することができる。

２．独立委員会の決議は、原則として委員の全員が出席し、出席委員の過半数

をもって行う。ただし、委員のいずれかに事故があるときその他やむを得

ない事由があるときは、当該委員を除いた委員全員が出席し、出席委員の

過半数をもって行う。

第５条（決議事項）

１．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議を行い、その決

議内容を、理由を付して取締役会に対して勧告する。取締役会は、独立委

員会の勧告を 大限尊重しなければならない。各委員は、かかる決議にあ

たっては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの

観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図

ることを目的としてはならない。

（１）大規模買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か

（２）大規模買付行為の提案の内容が当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を害するか否かの決定並びに対抗措置の発動又は不発動

（３）対抗措置の中止

（４）前３号のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項

（５）本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項

（６）取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項

－ 72 －



２．独立委員会は、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（ファ

イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその

他の専門家を含みます。）の助言を得ることができる。

３．独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は使用人その他必

要と認める者を出席させ、独立委員会が要求する事項に関する意見又は説

明を求めることができる。
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別紙２

独立委員会委員の氏名・略歴

今泉　嘉久（いまいずみ　よしひさ）

昭和４１年９月  　　プラス株式会社入社

昭和４７年７月  　　同社取締役就任

昭和５０年７月  　　同社常務取締役就任

昭和５６年８月  　　同社代表取締役副社長就任

昭和５８年４月  　　同社代表取締役社長就任

平成２０年８月  　　同社代表取締役会長 就任（現任）

平成３年３月 　 　　社団法人 全日本文具協会副会長（現任）

平成７年６月 　 　　社団法人 日本オフィス家具協会副会長（現任）

平成２１年６月  　　社団法人 東京文具工業連盟会長（現任）

平成２１年６月  　　東京文具工業健康保険組合 理事長（現任）

西川　正洋（にしかわ　まさひろ）

昭和４７年４月　　　西川ゴム工業株式会社入社

昭和５４年６月　　　同社取締役就任

昭和６０年３月　　　同社専務取締役就任

昭和６１年１０月　　同社代表取締役社長就任（現任）

平成３年３月　　　　中国ゴム工業協同組合理事長（現任）

平成３年４月　　　　広島商工会議所２号議員（現任）

平成１２年８月　　　広島商工会議所常議員（現任）

平成１８年４月　　　広島県経営者協会会長（現任）

平成１９年１０月　　広島県公安委員会委員（現任）

平成２２年１２月    広島タイ交流協会会長（現任）

松山　遙（まつやま　はるか）

平成７年４月　　　　東京地方裁判所判事補任官

平成１２年７月　　　弁護士登録

　　　　　　　　　　日比谷パーク法律事務所入所

平成１４年１月　　　同所パートナー就任（現任）
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中間　信一（なかま　しんいち）

昭和５２年４月　　　公認会計士登録

昭和５３年９月　　　中間公認会計士事務所開設

昭和６３年６月　　　旧監査法人中央会計事務所　代表社員

平成１０年～１３年　日本公認会計士協会　本部常務理事　中国会会長

平成１１年～１３年　広島市包括外部監査人

平成１７年２月　　　旧中央青山監査法人代表社員退任

平成１７年６月　　　株式会社京都銀行　非常勤監査役（現任）

早稲田　幸雄（わせだ　さちお）

昭和４６年４月　　　プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

昭和５２年４月　　　旧監査法人中央会計事務所　広島事務所入所

　　　　　　　　　　早稲田公認会計士事務所開設（現任）

昭和６３年６月　　　同上法人代表社員

平成１１年６月　　　同上法人広島事務所所長

平成１８年１２月　　同上法人退任

平成２０年６月　　　当社社外監査役（現任）

（注）上記５氏と当社との間には、特別な利害関係はございません。
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別紙３

新株予約権無償割当ての概要

①　本新株予約権の割当て総数

　本新株予約権の割当て総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役

会決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」という。）において当社取締

役会が別途定める一定の日（以下「割当て期日」という。）における当社の

終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社が保有する当社株式の

数を除く。）の２倍の数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割

当て決議において別途定める数とする。

②　割当て対象株主

　割当て期日における 終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有す

る当社普通株式（ただし、同時点において当社の保有する当社株式を除く。）

１株につき２個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議

において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをする。

③　本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とする。

④　本新株予約権の目的である株式の種類及び数

　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権

１個当たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、１株

を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定め

る数とする。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所

要の調整を行う。

⑤　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の

行使に際して出資される財産の当社普通株式１株当たりの金額は１円以上で

当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とする。
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⑥　本新株予約権の譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

⑦　本新株予約権の行使条件

　特定株主グループ（議決権割合が２０％以上のものに限る。以下同じ。）

に属する者又は特定株主グループに属する者になろうとする者（ただし、当

社株式を取得し又は保有することが当社株主共同の利益に反しないと当社取

締役会が認めた者を除く。）（以下「非適格者」と総称する。）は、本新株

予約権を行使することができない。なお、本新株予約権の行使条件の詳細に

ついては、本新株予約権無償割当て決議において別途定める。

⑧　当社による本新株予約権の取得

　当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が保有

する本新株予約権を取得し、これと引換えに本新株予約権１個につき対象株

式数の当社普通株式を交付することができる。なお、本新株予約権の取得条

件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定める。

⑨　対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

　当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償

割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予

約権の全部を無償で取得することができる。

⑩　本新株予約権の行使期間等

　本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本

新株予約権無償割当て決議において別途定める。
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第７号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度に在籍した取締役９名及び監査役４名（うち社外監査役２名）に

対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与として総額2,050万円(取締役

分1,732万円、監査役分317万円（うち社外監査役分75万円）を支給いたしたい

と存じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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株主総会会場ご案内図

広島県廿日市市梅原一丁目11番13号

フマキラー株式会社　広島工場会議室

電話(0829) 55－2111（代）

（←岩国駅）

大野浦駅 宮島口駅山陽本線

（広島駅→）（山陽自動車道
　　　　　大野ＩＣ）
　　　　 ↑

←岩国 いもせ橋

広島ガス佐伯販売 もみじ銀行

消防署

ホームセンター

ジュンテンドー

海

フマキラー㈱

広島工場

国道２号線 広島→

Ｎ

　
　
大
野
支
所

廿
日
市
市
役
所

○宮島口駅より車で15分。

　大野浦駅より車で５分、徒歩で20分。


